
＜小豆畑病院における医療DX推進体制及び医療情報取得＞

◎医師が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施

できる体制を有しています。

◎居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有

しています。

◎マイナ保険証を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保健医療機関です。

◎電子処方箋の発行できる体制を有しております。及び電子カルテ情報提供サービス等の体制を令和９年１月から開始予定です。

◎療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和５１年厚生省令第３６号）第１条に規定する電子情報

処理組織の使用による請求をおこなっています。

◎健康保険法第３条第１３項に規定する電子資格確認を行う体制を有しています。

◎上項の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行う事について

ウェブサイトに掲示しています。

         
           2026年3月1日 医療法人社団青燈会小豆畑病院

           院長小豆畑丈夫
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